
【参考資料：適時開示体制の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 当社は、会社情報の適時開示について、法務室長が情報取扱責任者として統括する体制として

おり、適時開示が必要と考えられる情報については、本店各室・部、支店等から法務室に連絡さ

れ、法務室が当該本店各室・部、支店等と確認・協議を行ったうえ証券取引所に適時開示を行い

ます。 

 また、インサイダー取引防止のため制定した「インサイダー取引防止規程」に従い、本店各室・部

長、支店長等の情報管理責任者は重要情報を法務室長に報告することとしており、これによっても

適時開示が必要となる情報は法務室に集約されます。 
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